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公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、これまで逐次、全国民共通の

基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化等の改革を進めてきたところである

が、今後、更に就業構造の変化、制度の成熟化の進展等に対応し制度の安定化と公平化を

図るため、次のような再編成を推進するものとする。 
1． 被用者年金制度の再編成については、財政単位の拡大及び共通部分についての費

用負担の平準化を図ることを基本として、これを行うものとする。 
2． 被用者年金制度の再編成を進めるに当たっては、各制度の目的、機能、過去の運

営努力等についても配慮し、各制度が今後 21 世紀にかけて成熟化する段階において

以下のような漸進的な対応を進めつつ、その統一的な枠組みの形成を目指すものとす

る。 
（1）再編成の第一段階として、既に民営化・株式会社化しており、かつ、成熟化が

最も進行している日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共

済組合を、平成 9 年度に厚生年金保険に統合する。その際、統合前の期間に係る給

付費については、費用負担の平準化を図りつつ、被用者年金制度全体で支え合う措

置を講ずる。 
（2）国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合については、それぞれの成熟化の

状況等に応じ、財政再計算時ごとに将来の財政見通し等について分析を行い、公務

員制度としての在り方をも踏まえつつ、まず両制度において財政安定化のための措

置を検討する。 
（3）農林漁業団体職員共済組合については、構成団体の組織整備の進展が制度基盤

に与える影響を、また私立学校職員共済組合については、その成熟化の進展等を踏

まえつつ、財政再計算時ごとに将来の財政見通し等について分析を行い、被用者年

金制度全体の中におけるそれぞれの制度の位置付けについて検討を行う。 
3． 被用者年金制度の再編成を進めるに当たっては、制度運営に関する適切な情報の

公開を行うとともに、社会保障制度審議会年金数理部会に要請し、制度の安定性、公

平性の確保に関し、財政再計算時ごとに検証を行うものとする。 
4． 年金現業業務については、制度運営の適正化・効率化及び加入者・受給者サービ



スの向上を図るため、基礎年金番号の導入等その統一的な処理を推進する。 


